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大
阪
市
北
浜
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
も
て
な

し
て
く
れ
た
ホ
ス
テ
ス
嬢
。
優
雅
な
物

腰
、
落
ち
着
い
た
接
客
で
気
分
を
リ
ラ
ッ

ク
ス
さ
せ
て
く
れ
る
。
清
楚
な
黒
い
ワ

ン
ピ
ー
ス
が
よ
く
似
合
う
。

　

本
業
は
プ
ロ
野
球
・
オ
リ
ッ
ク
ス
の
本

拠
地
、
京
セ
ラ
ド
ー
ム
の
ビ
ー
ル
ガ
ー
ル

だ
と
か
。「
試
合
が
な
い
時
に
ホ
ス
テ
ス

嬢
に
変
身
す
る
ん
で
す
」。
気
さ
く
な
性

格
で
接
客
業
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　
「
関
西
万
博
が
始
ま
っ
て
、
大
阪
は
昼
も

夜
も
人
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
万
博
景
気
に

便
乗
し
て
頑
張
り
ま
す
」。
あ
っ
け
ら
か
ん

と
し
た
プ
ラ
ス
志
向
の
お
嬢
さ
ん
だ
。

　
「
父
と
息
子
は
利
害
関
係

者
だ
っ
た
？
！
」。
あ
い

ぽ
ー
と
徳
島
の
指
定
管
理

業
務
だ
。
息
子
は
あ
い
ぽ
ー

と
徳
島
担
当
の
県
男
女
参

画
・
人
権
課
の
前
課
長
。

父
は
運
営
委
託
さ
れ
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
理
事
長
だ
。

　

あ
い
ぽ
ー
と
徳
島
の
正

式
名
称
は
徳
島
県
立
人
権

教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
。

徳
島
市
の
マ
リ
ン
ピ
ア
沖

洲
に
あ
る
県
有
施
設
だ
。
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
徳
島
ヒ
ュ
ー
マ

ン
ネ
ッ
ト
が
県
か
ら
指
定

さ
れ
て
管
理
運
営
す
る
。

　

事
業
内
容
は
人
権
教
育

啓
発
推
進
事
業
。
講
演
会
や

セ
ミ
ナ
ー
開
催
、
人
権
推
進

員
の
派
遣
、
図
書
貸
出
し
、

動
画
配
信
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

事
業
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営

な
ど
様
々
な
人
権
啓
発
を

行
っ
て
い
る
。

　

男
女
参
画
・
人
権
課
と

徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

は
発
注
者
と
受
注
者
の
関

係
。
男
女
参
画
・
人
権
課

が
毎
年
六
、
一
六
〇
万
円

の
管
理
料
を
渡
し
、
あ
い

ぽ
ー
と
徳
島
は
そ
れ
を
財

源
に
業
務
を
行
う
。

　

男
女
参
画
・
人
権
課
は

徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

が
作
成
し
た
事
業
計
画
を

認
定
、
管
理
運
営
業
務
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
評
価
す
る
。

男
女
参
画
・
人
権
課
は
徳
島

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
の
「
お

目
付
役
」
だ
。

　

公
共
事
業
の
発
注
者
と

受
注
者
と
い
う
利
害
関
係

に
あ
る
男
女
参
画
・
人
権
課

と
徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ

ト
だ
が
、
親
族
の
絆
で
も
結

ば
れ
て
い
た
。
理
事
長
と
前

課
長
が
親
子
関
係
だ
っ
た
。

　

徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ

ト
の
理
事
長
は
大
西
智
城

氏
。
真
言
宗
御
室
派
願
成
寺

の
住
職
だ
。
京
都
の
仁
和
寺

顧
問
を
務
め
る
な
ど
、
徳
島

の
仏
教
界
を
代
表
す
る
人

物
。
人
情
溢
れ
る
人
生
講
話

で
有
名
だ
。

　

男
女
参
画
・
人
権
課
の

昨
年
度
の
課
長
は
大
西
秀

城
氏
。
徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン

ネ
ッ
ト
の
大
西
理
事
長
の

長
男
だ
。
令
和
五
年
度
に

課
長
に
就
任
。
今
年
四
月

人
事
で
保
健
福
祉
部
次
長

に
昇
格
し
た
。

　

担
当
責
任
者
と
し
て
父

親
が
理
事
長
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
の
仕
事
ぶ
り
に
目
を
光

ら
せ
て
い
た
大
西
次
長
。
公

私
混
同
や
え
こ
ひ
い
き
が

な
け
れ
ば
問
題
な
い
が
、
そ

の
利
益
相
反
関
係
は
県
民

の
疑
惑
を
招
く
も
の
だ
。

　

男
女
参
画
・
人
権
課
は
毎

年
、
徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ

ト
の
仕
事
ぶ
り
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
四
ラ
ン
ク
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
。
令
和
五

年
度
の
評
価
表
で
は
「
適

正
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い

る
」
と
Ａ
ラ
ン
ク
だ
。

　

大
西
次
長
は
手
堅
い
仕

事
ぶ
り
で
知
ら
れ
る
能

吏
。「
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
疑
惑

を
招
く
よ
う
な
人
事
を
し

た
の
か
。
あ
え
て
や
っ
た

の
か
」
と
県
の
人
事
行
政

の
ボ
ー
ン
ヘ
ッ
ド
を
問
う

声
も
上
が
っ
て
い
る
。

　

徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ

ト
は
県
Ｏ
Ｂ
の
受
け
皿
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
と
し
て
も
知
ら

れ
る
。
森
谷
事
務
局
長
、
阿

部
次
長
は
共
に
県
Ｏ
Ｂ
。
実

質
的
に
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
運
営
を

仕
切
っ
て
い
る
。

　

年
間
六
、
一
六
〇
万
円

を
県
か
ら
も
ら
う
徳
島

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
。
そ
の

う
ち
二
、
四
四
七
万
円
は
人

件
費
。
県
費
が
流
れ
込
む
指

定
管
理
者
に
県
Ｏ
Ｂ
が
群

が
り
、「
天
下
り
利
権
」
の

温
床
に
な
っ
て
い
る
。

　

森
谷
事
務
局
長
は
県
保

健
福
祉
部
次
長
や
長
寿
保

険
政
策
局
長
を
歴
任
し
た

人
権
行
政
の
プ
ロ
。
大
西
次

長
の
先
輩
だ
。
父
親
が
理

事
長
、
先
輩
が
事
務
局
長

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
厳
正
に

チ
ェ
ッ
ク
で
き
た
の
か
。

　

親
子
関
係
や
県
庁
人
脈

が
絡
み
合
う
あ
い
ぽ
ー
と

徳
島
の
指
定
管
理
業
務
。

契
約
は
令
和
九
年
三
月
ま

で
。
県
民
の
疑
惑
を
招
か

な
い
た
め
に
も
、
業
者
選

定
の
在
り
方
を
再
考
す
べ

き
だ
。
神
の
ご
加
護
を
。

　

徳
島
市
議
七
人
が
吉
安
郷

を
表
敬
訪
問

問
団
は
井
上
武
市
議
（
議
員

連
盟
会
長
）
の
ほ
か
、
斎
藤

智
彦
市
議
、
本
田
泰
広
市
議
、
梯

学
市
議
、
美
馬
秀
夫
市
議
、
加
村

祐
志
市
議
、
春
田
洋
市
議
ら
総
勢

七
人
。
超
党
派
の
メ
ン
バ
ー
だ
。

　

吉
安
郷
は
徳
島
市
と
友
好
交

流
協
定
を
結
ぶ
台
湾
東
部
の
郷

（
市
）。
昨
年
十
二
月
、
游
淑
貞
郷

長
ら
が
徳
島
市
を
表
敬
訪
問
。
今

回
の
議
員
団
の
吉
安
郷
訪
問
は
昨

年
の
返
礼
の
意
味
も
あ
る
。

　

訪
問
団
は
十
六
日
、
好
客
芸

術
村
で
の
歓
迎
式
典
に
臨
ん
だ
。

井
上
会
長
が
游
淑
貞
郷
長
に
遠

藤
市
長
の
親
書
を
手
渡
し
、
吉

安
郷
と
徳
島
市
の
今
後
の
交
流

活
動
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

　

好
客
芸
術
村
は
、
吉
安
郷
の
交
流

施
設
。日
本
統
治
時
代
の
移
民
村「
吉

野
村
」
に
あ
っ
た
神
社
跡
を
整
備
し

た
。
中
国
大
陸
か
ら
台
湾
に
移
住
し

た
客
家
と
呼
ば
れ
る
漢
民
族
の
文
化

も
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

今
年
十
一
月
の
阿
波
踊

り
派
遣
で
合
意

客
芸
術
村
で
の
歓
迎
式
典

や
視
察
の
後
、
訪
問
団
は

吉
安
郷
主
催
の
懇
親
会
に
出
席
。

井
上
会
長
が
阿
波
踊
り
の
南
大
阪

連
か
ら
託
さ
れ
た
台
湾
公
演
の
要

望
書
を
游
淑
貞
郷
長
に
手
渡
し
た
。

　

内
容
は
日
台
交
流
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
、
今
秋
に
吉
安
郷
で
の
阿
波

踊
り
公
演
を
提
案
す
る
も
の
。
南

大
阪
連
は
昨
年
か
ら
台
北
駐
大
阪

経
済
文
化
弁
事
処
（
大
阪
総
領
事

館
）
を
通
じ
て
申
し
入
れ
て
い
た
。

　

移
民
村
の
歴
史
を
伝
え
る
慶

修
院
の
境
内
や
町
中
で
踊
り
、

移
民
と
し
て
入
植
し
た
先
人
の

魂
を
慰
霊
し
よ
う
と
い
う
も
の

だ
。
実
現
す
れ
ば
花
蓮
県
で
初

め
て
本
格
的
な
阿
波
踊
り
が
披

露
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

井
上
会
長
か
ら
阿
波
踊
り
公

演
の
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
た
游
淑
貞
郷

長
は
、
懇
親
会
の
席
上
、「
今
年
十
一

月
に
阿
波
踊
り
が
や
っ
て
き
ま
す
」

と
発
表
。
約
四
十
人
の
出
席
者
か
ら

大
き
な
拍
手
が
沸
き
起
こ
っ
た
。

　

南
大
阪
連
は
南
大
阪
地
域
在
住

の
徳
島
県
人
を
中
心
に
設
立
さ
れ

た
踊
り
連
。
関
西
を
中
心
に
阿
波

踊
り
の
普
及
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

阿
波
踊
り
を
通
じ
た
日
台
の
文
化

交
流
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

　

台
北
駐
大
阪
経
済
文
化
弁
事
処
や

徳
島
日
台
親
善
協
会
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

で
台
湾
の
芸
術
祭
や
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
。
高
雄
、
台
南
、
台
中
各
市
で
踊

り
を
披
露
。
台
湾
国
民
に
阿
波
踊
り

の
楽
し
さ
を
伝
え
て
い
る
。

　

議
員
連
盟
の
井
上
会
長
は
徳
島

日
台
親
善
協
会
の
会
長
。
踊
り
文

化
を
通
じ
た
日
台
交
流
事
業
の
一

環
と
し
て
、
游
淑
貞
郷
長
に
直
談

判
。
南
大
阪
連
の
今
年
十
一
月
の

吉
安
郷
公
演
を
実
現
に
導
い
た
。

　

移
民
村
の
歴
史
持
つ
慶
修
院
を

訪
問
、
震
災
復
旧
の
現
状
を
視
察

問
団
は
慶
修
院
や
宜
昌
中
学

校
、
台
湾
仏
教
慈
済
慈
善
事
業

基
金
会
本
部
も
視
察
し
た
。
慶
修
院

は
真
言
宗
の
寺
院
。
日
本
統
治
時
代

に
「
吉
野
村
」
と
呼
ば
れ
た
移
民
村

で
の
布
教
所
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。

　

現
在
は
台
湾
の
国
家
第
三
級
古

蹟
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
移
民
の

霊
が
祭
ら
れ
、
四
国
八
十
八
か
所

の
石
像
が
安
置
さ
れ
る
な
ど
、
日

台
交
流
の
歴
史
を
偲
ぶ
観

光
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

訪
問
団
は
陳
義
正
執
行
長
の
案

内
で
境
内
を
視
察
。
昨
年
四
月
の

花
蓮
地
震
で
破
損
し
た
建
物
や
石

像
な
ど
震
災
の
傷
跡
を
見
て
回
り
、

陳
義
正
執
行
長
か
ら
復
旧
作
業
の

現
状
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

　

阿
波
踊
リ
や
ケ
ー
キ
作
り
で

若
き
世
代
と
交
流

淑
貞
郷
長
の
案
内
で
訪
問

し
た
宜
昌
中
学
校
で
は
、

生
徒
た
ち
か
ら
心
の
こ
も
っ
た

歓
迎
を
受
け
た
。
同
中
学
校

は
創
立
五
十
六
年
、
二
十
八

ク
ラ
ス
・
六
百
七
十
五
名
の

生
徒
が
在
籍
す
る
。

　

英
語
の
歌
唱
が
花
蓮
県
金
メ

ダ
ル
を
受
賞
す
る
な
ど
吹
奏
楽

部
の
活
動
が
有
名
な
中
学
校

だ
。
体
育
館
で
歓
迎
の
演
奏
が

行
わ
れ
、
游
淑
貞
郷
長
や
訪
問

団
が
「
時
の
流
れ
に
身
を
ま
か

せ
」
な
ど
の
歌
を
を
合
唱
し
た
。

　

阿
波
踊
り
の
よ
し
こ
の
も

テ
ー
プ
で
流
さ
れ
、
訪
問
団
メ
ン

バ
ー
が
踊
り
を
披
露
。
台
湾
関
係

者
も
踊
り
に
飛
び
入
り
参
加
す

る
な
ど
、
音
楽
と
踊
り
を
通
し
た

日
台
交
流
で
盛
り
上
が
っ
た
。

　

宜
昌
中
学
校
で
は
、
台
湾
特

産
の
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
ケ
ー
キ
作

り
も
体
験
。
生
徒
た
ち
か
ら
指

導
を
受
け
た
訪
問
団
が
ケ
ー
キ

づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
ケ
ー
キ
作

り
の
楽
し
さ
を
共
有
し
た
。

　

震
災
対
策
の
最
先
端
を
視
察
、

台
湾
最
大
の
慈
善
団
体
「
慈
済

（
ツ
ー
チ
ー
）」
本
部

湾
仏
教
慈
済
慈
善
事
業
基
金

会
本
部
で
は
、
被
災
者
を
収

容
す
る
テ
ン
ト
セ
ッ
ト
や
持
ち
運

び
が
で
き
る
ベ
ッ
ド
な
ど
、
基
金

会
が
開
発
し
た
最
先
端
の
震
災
対

応
グ
ッ
ズ
な
ど
を
視
察
し
た
。

　

台
湾
仏
教
慈
済
慈
善
事
業
基
金

会
は
尼
僧
の
釈
證
厳
氏
が
設

立
し
た
財
団
法
人
。
台
湾
最

大
の
慈
善
団
体
で
、
花
蓮
県

に
本
部
が
あ
る
。
台
湾
国
民

か
ら
は
「
慈
済
（
ツ
ー
チ
ー
）」

と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
で
台
湾
か
ら

日
本
に
総
額
約
二
百
五
十
億
円

の
義
援
金
が
贈
ら
れ
た
が
、
そ

の
う
ち
約
八
十
五
億
円
は
「
慈

済
（
ツ
ー
チ
ー
）」
が
集
め
た

義
援
金
だ
っ
た
。
日
本
な
ど
世

界
各
地
に
支
部
が
あ
る
。

　

本
部
を
訪
れ
た
訪
問
団
は
公

共
部
門
責
任
者
で
あ
る
劉
釣
安

氏
の
案
内
で
、
テ
ン
ト
セ
ッ
ト

や
持
ち
運
び
ベ
ッ
ド
の
設
営
な

ど
の
実
演
を
視
察
。
ダ
ン
ボ
ー

ル
ベ
ッ
ド
の
日
本
の
避
難
所
と

の
違
い
を
実
感
し
た
。

　

吉
安
郷
を
訪
問
し
、
行
政
や
中

学
校
、
民
間
の
慈
善
団
体
と
の
交
流
活

動
を
展
開
し
た
徳
島
市
議
会
の
訪
問

団
。
今
年
十
一
月
の
阿
波
踊
り
派
遣
な

ど
日
台
交
流
の
実
績
を
残
し
た
台
湾
視

察
だ
っ
た
。

■
吉
安
郷
（
き
つ
あ
ん
き
ょ
う
）

　

台
湾
東
部
の
花
蓮
県
に
あ
る
郷
（
日

本
の
市
に
相
当
）。
人
口
は
県
内
第
二
位

の
約
八
万
二
千
人
。
古
く
は
原
住
民
の

ア
ミ
族
の
居
住
地
だ
っ
た
。
郷
長
は
女

性
の
游
淑
貞
氏
。
現
在
二
期
目
。

　

日
本
統
治
時
代
に
九
家
族
二
十
人
の

吉
野
川
流
域
民
が
先
遣
隊
と
し
て
移
住
。

「
吉
野
村
」
と
名
付
け
ら
れ
た
移
民
村
を

作
っ
た
。「
吉
野
村
」
の
名
残
は
現
在
真

言
宗
の
寺
院
・
慶
修
院
に
残
っ
て
い
る
。

　

慶
修
院
の
境
内
に
は
、
四
国
八
十
八

か
所
の
仏
像
が
あ
り
、「
四
国
霊
場
巡

り
が
楽
し
め
る
」
と
観
光
ス
ポ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
る
。
昨
年
の
花
蓮

地
震
で
慶
修
院
も
被
害
を
受
け
、

現
在
復
旧
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

花
蓮
県
は
人
口
約
三
十
二
万
人
。

大
半
は
江
戸
時
代
に
中
国
大
陸
か
ら

来
た
客
家
人
な
ど
漢
人
だ
が
、
約
四

分
の
一
は
原
住
民
族
。
蒋
介
石
が
大

事
に
し
た
ア
ミ
族
や
タ
ロ
コ
族
な
ど

五
つ
の
主
要
民
族
が
あ
る
。

　

最
大
の
観
光
地
で
あ
る
太
魯
閣

（
タ
ロ
コ
）
渓
谷
は
昨
年
の
地
震
で

大
き
な
被
害
を
受
け
、
現
在
も
閉

鎖
中
。
観
光
業
の
損
失
試
算
は
約

二
百
五
十
億
円
。
復
旧
に
は
五
年

以
上
か
か
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　「
徳
島
市
の
調
査
を
待
っ
て
、

適
正
な
対
処
を
」
と
仁
木
厚

労
副
大
臣

木
厚
労
副
大
臣
は
「
本
来
な

ら
国
庫
に
返
さ
な
い
と
い
け

な
い
部
分
が
あ
る
が
、
そ
の
詳
細

は
徳
島
市
が
い
ま
調
査
中
だ
。
徳

島
市
の
調
査
結
果
を
待
っ
て
判
断

す
る
」
と
の
認
識
だ
。

　
「
徳
島
市
か
ら
結
果
が
出
て

き
た
ら
、
国
に
報
告
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

適
正
に
対
処
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
五
年
以
内
の
も

の
（
不
正
請
求
分
）
に
つ
い

て
は
返
し
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
こ
と
で
す
」。

　
「
ボ
ー
ル
は
い
ま
徳
島
市

に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ

が
、
徳
島
市
に
実
態
解
明

や
自
浄
機
能
は
期
待
で
き

な
い
。
泥
棒
に
「
い
く
ら

盗
ん
だ
の
か
」
と
自
己
申

告
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
だ
。

　

徳
島
市
は
過
去
二
十
五
年

間
、「
放
置
」
と
「
隠
蔽
」
を

繰
り
返
し
て
き
た
。
生
活
保

護
受
給
者
へ
の
保
護
費
過
払

い
を
放
置
し
、
国
庫
負
担
金

で
返
納
金
が
発
生
し
て
い
る

の
に
、
隠
蔽
し
て
い
た
。

　

過
去
五
年
間
だ
け
で
も
、

過
払
い
さ
れ
た
保
護
費
は
六
、

一
九
四
万
円
。
国
へ
の
返
納

金
は
五
、
一
八
五
万
円
。
放

置
と
隠
蔽
と
い
う
不
正
の
連

鎖
で
国
庫
負
担
金
を
約
二
十

五
年
間
詐
取
し
続
け
て
い
た
。

　

会
計
検
査
院
も
騙
し
て
い

た
。
令
和
四
年
五
月
の
会
計

検
査
に
対
し
、
死
亡
廃
止
者

の
返
納
金
だ
け
調
定
し
、
あ
た
か

も
す
べ
て
の
返
納
金
が
調
定
さ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
虚
偽

報
告
し
て
い
た
。

　

問
題
発
覚
後
も
続
く
隠

蔽
の
連
鎖

題
発
覚
後
も
隠
蔽
の
連
鎖
は

続
い
た
。
県
や
市
議
会
に

過
払
い
や
不
正
請
求
の
原
因
と
し

て
、「
不
適
切
な
会
計
処
理
」
と
説

明
し
た
が
、
事
実
に
基
づ

か
な
い
責
任
逃
れ
の
虚
偽

説
明
だ
っ
た
。

　

原
因
は
受
給
者
へ
の
過

払
い
を
放
置
し
、
督
促
状

の
送
付
や
国
庫
負
担
金
の

減
額
措
置
な
ど
、
調
定
や

債
権
管
理
と
呼
ば
れ
る
会

計
処
理
を
一
切
行
っ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
職
員

の
怠
慢
と
問
題
先
送
り
だ
。

　

市
当
局
は
「
事
務
的

ミ
ス
」
を
強
調
す
る
が
、

事
務
そ
の
も
の
が
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
放

置
と
隠
蔽
で
国
庫
負
担

金
を
騙
し
取
っ
て
い
た

組
織
ぐ
る
み
の
確
信
犯

的
な
詐
欺
行
為
だ
っ
た
。

　

罪
悪
感
や
自
浄
機
能

を
感
じ
さ
せ
な
い
徳
島
市

の
対
応藤

市
長
は
職
員
の
内

部
告
発
や
メ
デ
ィ
ア

報
道
を
受
け
、
都
築
政

務
監
に
実
態
解
明
と
対

策
を
指
示
し
た
が
、
そ

の
対
応
は
国
庫
負
担
金

を
詐
取
し
た
罪
悪
感
や

自
浄
機
能
を
感
じ
さ
せ

な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

一
例
が
三
月
六
日
の
県
へ
の

報
告
書
。
過
去
五
年
間
の
過
大

請
求
額
を
ペ
ー
パ
ー
二
枚
に
ま

と
め
た
だ
け
。
徳
島
市
と
し
て

詐
取
し
た
国
庫
負
担
金
を
ど
う

す
る
か
等
事
後
対
策
や
改
善
策

は
皆
無
だ
っ
た
。

　

本
来
な
ら
五
年
間
だ
け
で
な

く
、
過
去
二
十
五
年
間
の
過
払
い

や
不
正
請
求
額
を
ま
と
め
、
厚
労

省
に
対
し
、
詐
取
し
た
国
庫
負
担

金
の
自
主
返
納
を
申
し
出
る
べ
き

だ
。
そ
れ
が
真
摯
な
対
応
だ
。

　

不
正
請
求
に
気
づ
か
な

か
っ
た
厚
労
省
、
指
摘
さ
れ

る
チ
ェ
ッ
ク
の
甘
さ

労
省
の
チ
ェ
ッ
ク
も
甘
い
。

徳
島
市
の
不
正
請
求
額

は
五
年
間
で
五
、
一
八
五
万

円
。
二
十
五
年
間
な
ら
約
三

億
五
、
〇
〇
〇
万
円
。
三
億

円
を
超
え
る
国
費
詐
取
に
全

く
気
付
か
な
か
っ
た
。

　

自
治
体
に
よ
る
生
活
保
護

国
庫
負
担
金
の
過
大
請
求
問

題
は
平
成
五
年
に
会
計
検
査

院
が
指
摘
。
四
十
七
県
市
に
対

し
、
総
額
一
億
六
、
五
〇
〇
万

円
の
返
還
を
求
め
、
厚
労
省
に

は
制
度
周
知
を
指
摘
し
た
。

　

会
計
検
査
院
か
ら
四
十
七

県
市
の
過
大
請
求
が
指
摘
さ

れ
た
時
に
、
担
当
官
庁
と
し

て
全
国
自
治
体
を
対
象
と
し

て
国
庫
負
担
金
過
大
請
求
の

類
似
事
例
が
な
い
か
を
総

チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
だ
っ
た
。

　

特
に
徳
島
市
は
平
成
元
年

に
約
五
億
円
の
国
保
交
付
金

過
大
請
求
が
発
覚
し
て
い
た
。

厚
労
省
関
連
の
国
費
過
大
請

求
の
「
前
歴
自
治
体
」
と
し
て
、

厚
労
省
も
よ
り
注
意
深
く
チ
ェ
ッ

ク
す
べ
き
だ
っ
た
。

　

県
の
チ
ェ
ッ
ク
も
甘

か
っ
た
。
過
大
請
求
問

題
が
担
当
課
内
で
浮
上

し
た
の
は
令
和
元
年

十
一
月
。
県
の
事
務

監
査
の
時
だ
っ
た
。

当
時
の
県
担
当
者
も

徳
島
市
に
よ
る
過
大

請
求
を
察
知
し
て
い

た
は
ず
だ
。

　

問
題
放
置
疑
惑
が

浮
上
す
る
遠
藤
市
長

政
ト
ッ
プ
の
遠

藤
市
長
の
問
題
放
置
疑

惑
も
浮
上
し
て
い
る
。
一
期

目
終
盤
の
令
和
二
年
一
月

に
、
職
員
か
ら
国
庫
負
担

金
の
不
正
請
求
を
指
摘
す

る
文
書
を
受
け
取
っ
て
い

た
と
い
う
も
の
だ
。

　

遠
藤
市
長
は
メ
デ
ィ
ア
取

材
に
「
知
ら
な
い
」「
覚
え

て
い
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
が
、
不
正
請
求
問
題

を
指
摘
し
た
職
員
は
遠
藤
市

長
に
文
書
を
郵
送
し
た
証
拠

を
現
在
も
保
持
し
て
い
る
。

　

も
し
遠
藤
市
長
が
令
和
二

年
当
時
に
生
活
保
護
費
の
過

払
い
や
国
庫
負
担
金
の
不
正

請
求
を
黙
認
し
て
い
た
と
し

た
ら
、
法
令
に

基
づ
き
仕
事
を

す
る
市
長
と
し

て
の
資
質
が
問

わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

徳
島
市
特

別
職
の
倫
理

条
例
で
は
、
市

民
の
疑
惑
や
不
信

を
招
く
よ
う
な
行
為
を
防
止

し
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の

信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
を
市

長
や
副
市
長
、
政
務
監
等
の

特
別
職
に
求
め
て
い
る
。

　

遠
藤
市
長
に
浮
上
し
た
生

活
保
護
費
過
払
い
や
国
庫
負

担
金
不
正
請
求
の
放
置
疑
惑

は
、
市
民
の
疑
惑
や
不
信
を

招
く
よ
う
な
行
為
で
あ
り
、

特
別
職
の
倫
理
条
例
へ
の
抵

触
が
問
わ
れ
る
も
の
だ
。

　

不
正
請
求
さ
れ
た
国
庫
負
担
金

総
額
は
「
闇
の
中
」

去
五
年
間
だ
け
で
も
五
、

〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
生

活
保
護
費
過
払
い
と
国
庫
負
担

金
不
正
請
求
。
最
大
の
問
題
は

デ
ー
タ
を
毎
年
上
書
き
し
て
い

た
た
め
、
正
確
な
過
払
い
金
額

が
不
明
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

厚
労
省
は
徳
島
市
が
現
在

行
っ
て
い
る
実
態
調
査
を
待
っ

て
不
正
請
求
分
の
返
還
を
求
め

る
予
定
だ
が
、
実
態
を
反
映
し

な
い
調
査
結
果
に
基
づ
く
対
応

は
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
。
将

来
に
禍
根
を
残
す
だ
け
だ
。

　

約
二
十
五
年
間
、
国
庫
負

担
金
を
詐
取
し
続
け
た
徳
島

市
と
ノ
ー
チ
ェ
ッ
ク
だ
っ
た

厚
労
省
。
実
態
調
査
が
進
行

中
だ
が
、「
不
正
請
求
総
額
は

闇
の
中
」
と
い
う
お
粗
末
過

ぎ
る
結
末
に
な
り
そ
う
だ
。

昭和 31 年 2 月 27 日 第三種郵便物認可　第 1592 号 令和 7 年 4 月 15 日（火曜日）

　
阿
波
踊
り
で
日
台
交
流
を
…
。
徳
島
市
議
会
の
日
台
友
好
議
員
連
盟

の
一
行
が
四
月
十
六
日
、
台
湾
花
蓮
県
吉
安
郷
（
郷
は
日
本
の
市
に
相

当
）
を
訪
問
し
た
。
游
淑
貞
郷
長
ら
と
今
後
の
交
流
活
動
に
つ
い
て
協

議
、
今
秋
吉
安
郷
に
阿
波
踊
り
連
を
派
遣
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
訪

問
団
は
移
民
村
の
面
影
が
残
る
慶
修
院
や
被
災
者
の
支
援
活
動
で
知
ら

れ
る
財
団
法
人
「
台
湾
仏
教
慈
済
慈
善
事
業
基
金
会
」
本
部
も
視
察
。

観
光
や
震
災
対
策
な
ど
幅
広
い
分
野
で
の
交
流
の
可
能
性
を
探
っ
た
。

▲慶修院で日台交流の礎を築いた先
人を慰霊する井上会長ら訪問団。

　「
官
僚
に
は
調
査
を
命
じ
た
。
県
選
出
国
会
議
員
、
厚

労
副
大
臣
と
し
て
、
適
正
に
対
処
し
て
ほ
し
い
と
思
う

…
」。
徳
島
市
で
発
覚
し
た
生
活
保
護
費
の
過
払
い
と
国

庫
負
担
金
の
不
正
請
求
問
題
。
徳
島
市
を
選
挙
区
と
す
る

仁
木
博
文
厚
労
副
大
臣
に
よ
る
と
、「
徳
島
市
が
現
在
調

査
中
」
と
の
こ
と
だ
が
、
同
市
は
約
二
十
五
年
間
問
題
を

放
置
し
、
会
計
検
査
院
も
騙
し
て
き
た
不
正
請
求
の
確
信

犯
。
自
浄
機
能
は
期
待
で
き
な
い
。
市
議
会
の
百
条
委
員

会
が
調
査
を
行
う
が
、
国
庫
負
担
金
を
詐
取
さ
れ
面
子
を

潰
さ
れ
た
厚
労
省
も
強
制
調
査
に
乗
り
出
す
べ
き
だ
。

障がい者交流センターを管理する（社福）県社会福祉事業団。黒字なのに赤字を装い、指定管理料が増額されていた。外部監査人が「極めて不適切」と指摘。

万
博
に
あ
わ
せ
て
四
月
か
ら
国
際
チ
ャ
ー
タ
ー
便
就
航
の
神
戸
空
港
。
韓
国
（（
イ
ン
チ
ョ
ン
））、
台
湾
（（
台
北
、
台
中
））、
中
国
（（
上
海
、
南
京
））
間
で
週
四
十
往
復
。
年
間
経
済
効
果
予
測
は
百
四
億
円
。
五
年
後
に
は
定
期
便
就
航
か
。
始
動
し
た
ば
か
り
の
徳
島
の
国
際
便
戦
略
に
冷
や
水
。

株
主
が
社
長
や
副
社
長
を
追
い
出
し
、
新
経
営
陣
が
運
営
す
る
㈱
姫
野
組
。
元
社
長
や
元
副
社
長
が
設
立
し
た
新
会
社
に
社
員
が
相
次
ぎ
転
職
し
て
い
る
が
、
背
景
に
二
億
四
千
三
百
万
円
の
退
職
金
を
も
ら
い
院
政
を
敷
い
て
い
た
X
元
社
長
の
存
在
を
指
摘
す
る
怪
文
書
。

　

学
芸
会
と
八
百
長
…
。
片
山
元

鳥
取
県
知
事
が
喝
破
し
た
地
方
議

会
の
現
状
だ
。
二
元
代
表
制
が
機

能
不
全
に
陥
り
、
首
長
と
議
員
に

丁
々
発
止
の
攻
防
が
求
め
ら
れ
る

議
会
が
茶
番
劇
に
堕
し
て
い
る
。

　

学
芸
会
と
は
、
本
会
議
で
の
議

員
と
首
長
の
質
疑
が
本
番
前
に
作

成
さ
れ
た
台
本
通
り
進
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
事
前
に
準

備
さ
れ
た
質
問
書
と
答
弁
書
を
互

い
に
読
み
合
っ
て
い
る
。

　

八
百
長
と
は
、
議
会
で
審
議
す

る
前
に
結
論
が
決
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
す
。
首
長
と
議
員
が
応

酬
す
る
真
剣
勝
負
が
、
実
は
事
前

に
落
と
し
所
が
決
め
ら
れ
て
い
る

出
来
レ
ー
ス
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

徳
島
県
内
の
地
方
議
会
で
も
こ
の

学
芸
会
と
八
百
長
は
常
態
化
し
て
い

る
。
例
え
ば
県
議
会
。
本
会
議
で
質

問
す
る
与
党
県
議
に
は
、
Ｑ
＆
Ａ
が

記
載
さ
れ
た
台
本
が
配
ら
れ
、
県
議

は
そ
れ
を
棒
読
み
す
る
。

　

た
ま
に
原
稿
を
読
み
飛
ば
す

と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
る
が
、

県
議
と
理
事
者
が
原
稿
を
読
み

合
う
姿
は
ま
る
で
退
屈
な
朗
読

会
セ
レ
モ
ニ
ー
。
居
眠
り
県
議

が
出
現
す
る
の
も
頷
け
る
。

　

学
芸
会
ど
こ
ろ
か
、
県
議
に
ネ
タ

を
持
ち
掛
け
、
政
策
誘
導
す
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。
飯
泉
県
政
時
代
の
香
港

チ
ャ
ー
タ
ー
便
だ
。
当
時
の
県
幹
部

が
重
鎮
県
議
に
ネ
タ
を
振
り
、
本
会

議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　

ネ
タ
振
り
の
代
償
は
重
か
っ
た
。

県
議
か
ら
「
香
港
便
は
質
問
し
て

や
る
。
そ
の
代
わ
り
知
事
に
湖
南

便
中
止
を
謝
罪
さ
せ
ろ
」
と
逆
土

産
を
持
た
さ
れ
、
飯
泉
知
事
が
本

会
議
で
謝
罪
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　
「
議
会
軽
視
だ
」「
市
長
軽
視
だ
」

と
野
党
市
議
と
遠
藤
市
長
が
対
立

す
る
徳
島
市
議
会
は
八
百
長
色
が

薄
い
。
与
党
市
議
に
は
本
会
議
前

に
答
弁
内
容
が
知
ら
さ
れ
る
が
、

野
党
市
議
に
は
知
ら
さ
れ
な
い
。

　

理
由
は
野
党
市
議
が
学
芸
会
や

八
百
長
を
拒
否
し
て
い
る
か
ら
だ
。

質
問
通
告
も
「
何
々
に
つ
い
て
」

と
告
げ
る
だ
け
。
質
問
内
容
が
わ

か
ら
な
い
か
ら
、
理
事
者
も
事
前

に
回
答
が
準
備
で
き
な
い
。

　

ぶ
っ
つ
け
本
番
の
質
疑
が
展
開

さ
れ
る
徳
島
市
議
会
。
議
論
が
噛

み
合
わ
な
い
一
面
も
あ
る
が
、
異

論
や
反
論
が
本
会
議
場
で
交
わ
さ

れ
、
市
民
に
政
策
形
成
の
プ
ロ
セ

ス
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

地
方
議
会
の
学
芸
会
現
象
に

危
機
感
を
抱
く
片
山
元
鳥
取
県

知
事
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
も
「
学

芸
会
の
片
棒
を
担
ぐ
な
」
と
警

句
を
発
す
る
。
首
長
と
議
員
の

談
合
を
「
見
て
見
ぬ
振
り
す
る

な
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

議
員
に
事
前
配
布
さ
れ
た
Ｑ
＆

Ａ
文
書
な
ど
、
現
場
に
は
学
芸
会

の
「
動
か
ぬ
証
拠
」
が
あ
る
。
見

て
見
ぬ
振
り
は
学
芸
会
の
片
棒
を

担
ぐ
こ
と
に
な
り
、
二
元
代
表
制

の
機
能
不
全
を
助
長
す
る
だ
け
だ
。

　

首
長
が
予
算
や
政
策
を
提
案
し
、

議
会
が
審
議
し
議
決
す
る
の
が
二

元
代
表
制
の
基
本
だ
。
そ
の
や
り

取
り
は
密
室
や
台
本
あ
り
の
学
芸

会
で
な
く
、
公
の
場
で
甲
論
乙
駁
、

真
剣
勝
負
の
論
戦
で
行
う
べ
き
だ
。

南
無
大
師
遍
照
金
剛
。


